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中医協総会資料より抜粋  

診調組D－1   

18、 4．27  

DPCによる支払対象病院の拡大  

1基本的考え  

○ 急性期入院医療における診断群分類別包括評価（DPC）による支払対象   

病院を拡大する。  

2 具体的内  

O 「DPC対象病院」として、現行の対象病院（82病院）に加えて試行的   

適用病院（62病院）を位置付けるほか、DPCの適用を希望する調査協力   

病院（228病院）のうち急性期入院医療を提供する病院として具備すべき   

一定の基準を満たす病院を位置付ける。  

O 「DPC準備病院」として、調査協力病院（228病院）のうち今回DP   

C対象病院とはならなかったが引き続きDPCの適用を希望する病院を位   

置付けるほか、新たにDPCの適用を希望する病院のうち急性期入院医療を   

提供する病院として具備すべき一定の基準を満たす病院を位置付ける。  

（参考）DPC対象病院となる病院の基準  

（平成18年1月11日の診療報酬基本問題小委員会において了承）  

O DPC対象病院となる希望のある病院であって、下記の基準を満たす病院とする。   

・看護配置基準 2：1以上であること  

＊ 現在、2：1を満たしていない病院については、平成20年度までに満たすべく  

計画を策定すること   

・診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体制を有すること   

・標準レセ電算マスターに対応したデータの提出を含め「7月から10月までの退院  

患者に係る調査」に適切に参加できること  

○ 上記に加え、下記の基準を満たすことが望ましい。   

・特定集中治療室管理料を算定していること  

■ 救命救急入院料を算定していること   

・病理診断料を算定していること   

・麻酔管理料を算定していること  

一 画像診断管理加算を算定していること   



診断群分類及び診断群分類ごとの診療報酬点数の見直し  

1基本的考え  

○ 医療資源の同等性、臨床的類似性、分類の簡素化及び精緻化、アップコー   

ディングの防止等の観点から、診断群分類を見直すとともに、診断群分類ご   

との診療報酬点数についても見直しを行う。  

2 具体的内  

○ 臨床の専門家等により構成される1～16のMDCごとの作業班におけ   

る検討結果を踏まえ、診断群分類及び点数の見直しを行う。  

○ 平成17年度のMDC作業班は、以下のような方針で検討を行っており、   

これにより、診断群分類数は、現行の3，074から約2，500程度に簡   

素化される見込み。   

・「手術」による分岐の簡素化、「手術・処置等2」による分岐の精緻化  

・「検査入院」「教育入院」の廃止  

・「副傷病」の検証   



DPCにおける入院期間Ⅰの設定方法の見直し  

1 基本的考え  

○ 在院日数に応じた医療資源の投入量を適切に評価する観点から、診断群分   

類ごとの1日当たりの包括点数は、在院日数に応じて逓減する仕組みとなっ   

ているが、短期入院が相当程度存在する診断群分類について、より短期の入   

院を高く評価する仕組みへの見直し（入院期間Ⅰの設定方法の見直し）を行   

う。  

2 具体的内  

○ 平成16年改定において、悪性腫癌に対する化学療法などの短期入院のあ   

る分類については、入院日数の25パーセンタイル値（Ⅰ日）までの点数の  

15％加算を、5パーセンタイル値までに繰り上げて設定する見直しを行っ   

たが、今回、悪性腫癌以外の診断群分類のうち、短期入院が相当程度存在す   

る脳梗塞、外傷等についても同様の見直しを行う。  

3   



DPCによる包括評価の範囲の見直し  

1基本的考え  

O DPCにおける包括評価の範囲等について、必要な見直しを行う。  

2 具体的内  

○ 診療報酬調査専門組織のDPC評価分科会における検討結果を踏まえ、D   

PCによる包括評価の範囲について、以下のとおり見直しを行う。  

一 画像診断管理加算について、包括評価の対象外とする。  

・手術前医学管理料及び手術後医学管理料について、包括評価の対象とす  

る。  

○ 以下の患者については、DPCによる包括評価の対象とせず、出来高算定   

とする。   

・平成17年度「7月から10月までの退院患者に係る調査」終了以降に、   

新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者   

■ 自家末梢血幹細胞移植、自家造血幹細胞移植及び臍帯血移埴を受ける患  

者  
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DPCにおける調整係数の見直し  

1 基本的考え  

○ 医療機関別に調整係数を設定する制度については、DPC制度の円滑導入   

という観点から設定されているものであることを踏まえ、DPC制度を導入   

した平成15年以降5年間の改定においては維持することとするが、平成  

18年度改定においては、他の診療報酬点数の引下げ状況を勘案し、調整係   

数を引き下げる。  

2 具体的内  

○ 平成18年度診療報酬改定率を踏まえ、DPCによる支払対象病院の包括   

範囲に係る収入が▲3．16％下がるように、調整係数を設定する。   



平成18年2月15日  

厚生労働大臣  

川 崎 二 郎  殿   

中央社会保険医療協議会  

会 長 土 田 武 史  

答 申 書  

（平成18年度診療報酬改定及び医療費の内容の分かる領収証の交付の義務化、  

処方せん様式の変更等について）   

平成18年1月11日付け厚生労働省発保第0111001号をもって諮問のあった  

件について、別紙1から別紙6までの改正案を答申する。   

また、平成18年2月15日付け厚生労働省発保第0215001号をもって諮問の  

あった件については、諮問のとおり改正することを了承する。   

なお、答申に当たっての本協萬会の意見は、別添のとおりである。  
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別添  

1ニコチン依存症管理料については、保険導入の効果に係る検証の作業を通じ  

て、禁煙指導に国民の保険料財源を充当することに閲し、さらなる国民的なコ   

ンセンサスの形成に努めること。  

2 手術に係る施設基準については、再び診療報酬上の評価を行うことを視野に  

入れて、速やかに調査及び検証を実施すること。  

3 質の高い医療を効率的に提供するための医療機蘭の分化・連携については、   

今回改定の影響について継続的に検証を行い、その結果を踏まえ、診療報酬体   

系における急性期医療の評価の在り方について、引き続き検討を行うこと。  

4 DPCについては、円滑導入への配慮から制度の安定的な運営への配慮に重   

点を移す観点も踏まえ、調整係数の取扱いなど、適切な算定ルールの構築につ   

いて検討を行うこと。  

5 慢性期入院医療については、患者分類を用いた包括評価の実施状況について、  

診療報酬調査専門組織を通じて客観的なデータを収集して検証を行うこと。ま  

た、難病患者や障害者に対し、必要な医療が確保されるよう、十分に配慮する   

こと。  

6 新たに設定された診療報酬項目を始めとして、改定項目に係る検証を確実に   

行うこと。さらに、ホームページ等による国民からの意見募集、公聴会の開催   

など、国民の意見を募集する仕組みの改善について検討すること。   



中医協総－5  

18， 4．19  

DPC対象病院に係る作業の進捗状況について  

1．中医協答申後の経緯   

・調査協力病院228病院を対象とした説明会を2月24日に開催  

・ DPC対象病院となる希望の有無及び基準の適合状況について、書類   

の提出（3月3日期限）を求め確認  

・基準を満たした病院に対し、開始希望月を調査  

（参考）DPC対象病院となる病院の基準  
（平成18年1月11日の診療報酬基本問題小委員会において了承）   

O DPC対象病院となる希望のある病院であって、下記の基準を満たす  

病院とする。  

・看護配置基準 2：1以上であること  

＊ 現在、2：1を満たしていない病院については、平成20年度ま  

でに満たすべく計画を策定すること  

・診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体  

制を有すること  

・標準レセ電算マスターに対応したデータの提出を含め「了月から  

10月までの退院患者に係る調査」に適切に参加できること   

○ 上記に加え、下記の基準を満たすことが望ましい。  

・ 特定集中治療室管理料を算定していること  

一 救命救急入院料を算定していること  

・ 病理診断料を算定していること  

・麻酔管理料を算定していること  

・ 画像診断管理加算を算定していること  

2．DPC対象病院となる希望がある病院数等   

○ 希望病院数：216病院   

・ 4月開始希望：51病院   

・ 5月開始希望：24病院   

・ 6月開始希望：64病院   

・ 7月蘭始希望：77病院  
※ 開始時期については、今後若干の変動があり得る   

○ 不参加病院数：12病院  
（うち2病院は、今年度以降の調査についても不参加の意向）  

8   



3、今後の予定   

・新規のDPC対象病院については、4月1日以降、7月1日までの間  

に、順次適用予定。  
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